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平成２１年第２回筑紫野市議会臨時会 

提出議案について 

 

 平成２１年第２回筑紫野市議会臨時会（会期５月２５日から 5 月 29 日）に次の議案を

提案し、全議案、承認、可決をいただきましたので、その内容をお知らせします。 

 

【平成２１年5月２５日提案分】 

報告第２号 専決処分の承認 

 本件は、「地方税法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、税条例等の一部改正を専決

したので、議会の承認を求めるものです。  

報告第３号 専決処分の承認 

 本件は、報告第２号同様「地方税法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、都市計画税

条例の一部改正を専決したので、議会の承認を求めるものです。  

報告第４号 専決処分の承認 

 本件も、前２件と同様「地方税法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、国民健康保険

税条例の一部改正を専決したので、議会の承認を求めるものです。  

報告第５号 専決処分の承認 

 本件は、事故の損害賠償について専決したので、議会の承認を求めるものです。  

報告第６号 専決処分の承認 

 本件は、平成２０年度一般会計補正予算（第８号）を専決したので、議会の承認を求める

ものです。 

《繰越明許費の補正》 

・定額給付金給付事業他１１件、１８億９,１６８万８千円 

《債務負担行為の補正》 

・筑紫野太宰府消防組合・消防施設整備事業債負担金 ３,８０８万４千円追加 

 報告第７号  専決処分の承認 

 本件は、平成２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を専決したので、議

会の承認を求めるものです。 
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《歳出予算》 

・老人保健医療費拠出金    ２,５８６万７千円 

《歳入予算》 

・一般被保険者国民健康保険税 ２,５８６万７千円 

報告第８号 平成２０年度一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告 

 本件は、平成２０年度中に事業が終了しない「定額給付金給付事業」、「子育て応援特別手

当支給事業」をはじめ全部で１３事業の予算を議会の承認を受け平成２１年度へ繰り越すこ

とについて、報告するものです。 

 

【平成21年５月２９日提案分】 

議案第４７号 
市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

の一部を改正する条例 

 本件は、人事院勧告に準じまして市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例を

改正するものです。 

議案第４８号 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 本件は、議案第４７号同様、人事院勧告に準じまして市長及び副市長の期末手当の支給割

合を改めるため、条例を改正するものです。  

議案第４９号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 本件も、議案第４７号同様、人事院勧告に準じまして職員の期末手当及び勤勉手当の支給

割合を改めるため、条例を改正するものです。  

議案第５０号 
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例 

の一部を改正する条例 

 本件も、議案第４７号同様、人事院勧告に準じまして教育長の期末手当の支給割合を改め

るため、条例を改正するものです。 

 

 


